
　令和７年12月定例会を12月５日から17日までの13日間の会期で開きました。
　９日及び10日の一般質問では、９人の議員が登壇し、市長並びに執行部に対し、
諸施策についての方針や見解を質問しました。
　17日には、市長から提出された「令和７年度御坊市一般会計補正予算（第６号）」
などの議案13件を可決・認定・同意と決定しました。また、議員提出議案も提出され原案可決と決定しました。

令和７年12月定例会

ごぼう議会だより No.15 議会事務局　☎０７３８-２３-５５１４
FAX０７３８-24-1791

♦議決結果

♦一般質問 質問者及び質問内容

一般質問の
録画映像を
ご覧になれ
ます。

※議案等に対する賛成者は「〇」、反対者は「×」、議長は「―」で表記しております。

順番 質問月日 質 問 者 質　　問　　内　　容

１ R7.12.9 西本　裕行 ①市営住宅(２戸１住宅)の現状について
２ 〃 松本　隆史 ①紀州鉄道の存続について

３ 〃 楠本　香織
①紀州鉄道の今後について
②本市の空き家バンクについて
③学童保育所について

４ 〃 小澤　俊和 ①ＡＬＴについて
５ 〃 天倉　勝也 ①御坊駅前交差点における渋滞緩和と安全対策について

６ 〃 村上　宗隆 ①今年のインフルエンザについて
②鳥獣害対策及び緊急銃猟訓練についての提案

７ 〃 小池佐左夫 ①職員から市民に広がる健康づくり

８ R7.12.10 芝田　　学 ①帯状疱疹ワクチン接種の助成
②ＲＳウイルス感染症

９ 〃 小川　春美
①地域に必要な医療を守る「ひだか病院」について
②難聴者への補聴器助成を求める
③デマンドタクシー導入計画はないのか
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第81号 令和 6年度御坊市水道事業会計利益の処分及び決算認定の件 可決及び
認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇

第82号 令和 6年度御坊市下水道事業会計利益の処分及び決算認定の件 可決及び
認定 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇

第83号 令和 6年度御坊市各会計（水道事業会計及び下水道事業会
計を除く。）歳入歳出決算認定の件 認　　定 × × 〇 〇 〇 〇 〇 ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇

第86号 御坊市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を
定める条例 原案可決 × × 〇 〇 〇 〇 〇 ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇

第87号 御坊市印鑑条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇

第88号 御坊市農業委員会の委員等の定数を定める条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇

第89号 御坊市企業立地促進条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇

第90号 御坊市火災予防条例の一部を改正する条例 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇

第91号 令和 7年度御坊市一般会計補正予算（第 5号） 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇

第92号 令和 7年度御坊市介護保険特別会計補正予算（第 3号） 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇

第93号 令和 7年度御坊市下水道事業会計補正予算（第 3号） 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇

第94号 令和 7年度御坊市一般会計補正予算（第 6号） 原案可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇

第95号 御坊市監査委員の選任について同意を求めるの件 同　　意 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇

請願第１号 物価上昇に見合う年金引き上げを求める請願 採　　択 〇 〇 〇 × × 〇 〇 ― × 〇 × × 〇 〇

議員第２号 物価上昇に見合う年金引き上げを求める意見書 原案可決 〇 〇 〇 × × 〇 〇 ― × 〇 × × 〇 〇

 2026
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業

あがらの御坊みんなで応援商品券

♦配付対象者
　令和８年１月１日現在において、御坊市の住民基本台帳に記録されている方
♦配付内容
　対象者１人につき１万円分（500円券×20枚綴り　１冊）
♦配付時期
　３月下旬以降、郵送により配付予定
　※対象者の世帯主宛にまとめて郵送します。
　※商品券を確実にお届けするため、対面配達での郵送を行います。
　ご近所の方とお届けする順番が前後することがあります。
また、通常より配達に期間を要しますが、４月中にはお届けしますので、
ご理解・ご協力をお願いします。

♦使用期間
　５月１日（金）から７月31日（金）まで
♦商品券を使用できる店舗
　商品券郵送時に、商品券を使用できる店舗の一覧表を同封します。
♦問い合わせ
　産業振興課　☎0738-23-5510　FAX0738-22-4120

商品券取扱店を募集しています

　現在、商品券事業の実施に向けて、商品券取扱店を募集
しています。

♦取扱店要件
　御坊市内に事業所・店舗等を有する方
　※御坊市外に本店を有する大規模小売店舗立地法に規定される
　　大規模小売店舗、パチンコ店、マージャン店等を除く。
　　ただし、大規模小売店舗内のテナント事業者（店舗面積1,000㎡以下）は対象とします。
♦申込期限
　２月６日（金）
♦申込方法
　商品券取扱店登録申請書および換金時の振込先に指定する金融機関の通帳の写しを、
　産業振興課までご提出ください。
　※取扱店申込に関する詳細、取扱店の遵守事項などについては、市ホームページ
　　（右の二次元コード）をご確認ください。
♦申し込み・問い合わせ
　産業振興課　☎0738-23-5510　FAX0738-22-4120

現在、３月下旬の商品券
発送に向けて準備を進め
ています。
今しばらくお待ちいただ
きますよう、お願い申し
上げます。

商品券取扱店に登録していただいた
方には、３千円の取扱店登録感謝金
を支給します。
また、商品券取扱店が換金する際、
10％を加算（加算上限有り）して支
払い、市内店舗への支援も行います。

　御坊市では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民の方の生活支援、

事業者の事業継続支援を目的に、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、

全市民を対象として１人につき１万円分の商品券を配付します。
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